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は
じ
め
に

　

佐
藤
春
夫
や
北
原
白
秋
、
木
下
杢
太
郎
、
吉
井
勇
、
森
鴎
外
ら
と
と
も
に
明
治
末
期
の
『
明
星
』
や
『
ス
バ
ル
』
誌
上
を
彩
っ
た
一
人

に
、
東
京
新
詩
社
の
若
手
歌
人
田
村
黄
昏
、
本
名
田
村
豊
彦
（
明
治
十
九
年
〈
一
八
八
六
〉
二
月
二
十
日
～
昭
和
八
年
〈
一
九
三
三
〉
十

一
月
九
日
）
が
い
る
。
彼
の
父
は
農
商
務
省
官
吏
で
あ
り
大
阪
高
等
工
業
学
校
で
応
用
化
学
を
教
え
る
有
能
な
化
学
者
と
し
て
も
知
ら
れ

た
田
村
典
瑞
、
母
は
奥
山
金
剛
の
長
女
・
つ
祢
で
あ
る
。
遺
族
所
蔵
の
品
々
か
ら
豊
彦
は
父
方
田
村
家
よ
り
母
方
奥
山
家
の
親
族
と
親
密

な
関
係
で
あ
っ
た
こ
と
が
見
て
取
れ
る
が
、
戸
籍
謄
本
を
手
掛
か
り
に
田
村
典
瑞
と
豊
彦
の
母
方
叔
父
・
有
田
兎
毛
三
を
調
査
し
、
豊
彦

は
家
庭
内
や
親
族
と
の
交
流
に
お
い
て
骨
董
品
や
古
芸
術
へ
の
関
心
を
培
っ
た
ら
し
い
こ
と
が
判
明
し
た
（
写
真
1
）
。
豊
彦
は
典
瑞
死
去

に
伴
い
満
二
十
二
歳
で
家
督
を
継
い
だ
が
、
戸
主
と
な
っ
て
か
ら
も
叔
父
の
有
田
兎
毛
三
を
頼
り
に
し
、
晩
年
ま
で
親
し
く
交
流
し
て
い

女
子
大
國
　

第
百
七
十
六
号　
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七
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一
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三
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一
日
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た
。

　

田
村
典
瑞
と
有
田
兎
毛
三
の
経
歴
や
趣
味
、
豊
彦
と
の
仲
に
関
し
て
は
、
令

和
六
年
（
二
〇
二
四
）
九
月
京
都
女
子
大
学
国
文
学
会
『
女
子
大
国
文
』
第
百

七
十
五
号
三
三
頁
～
五
八
頁
掲
載
の
前
稿
「
化
学
者
田
村
典
瑞
、
医
師
有
田
兎

毛
三　

―
与
謝
野
門
下
東
京
新
詩
社
歌
人
・
田
村
黄
昏
の
尊
属
に
つ
い
て
―
」

で
詳
述
し
た
。
今
回
は
他
の
奥
山
家
親
族
、
特
に
豊
彦
の
母
方
祖
父
で
有
田
兎

毛
三
の
父
で
あ
る
奥
山
金
剛
と
奥
山
金
剛
の
母
と
も
妻
と
も
伝
わ
る
俳
人
李
郷

女
、
金
剛
の
父
で
あ
り
豊
彦
の
母
方
曾
祖
父
で
あ
る
奥
山
小
一
兵
衛
に
つ
い
て

調
査
し
、
豊
彦
の
親
族
関
係
が
作
歌
人
生
に
ど
の
よ
う
に
影
響
し
た
か
を
探
る
。

　
　
　
　

一　

母
方
祖
父
・
奥
山
金
剛
と
李
郷

　

前
稿
で
、
有
田
兎
毛
三
を
「
氏
は
下
館
藩
家
老
職
の
後
裔
に
し
て
、
祖
先
に
は
歴
史
上
有
名
な
る
人
を
も
出
し
て
居
ら
れ
る
が
、
就
中

県
史
上
有
名
な
る
は
奥
山
金
剛
氏
に
し
て
」
と
紹
介
す
る
茨
城
県
史
研
究
会
編
『
茨
城
県
史
』
（
昭
和
五
年
〈
一
九
三
〇
〉
八
月
・
茨
城
県

史
刊
行
会
）
六
五
頁
の
文
を
引
用
し
た
。
こ
の
箇
所
は
有
田
兎
毛
三
や
つ
祢
の
父
で
あ
り
豊
彦
の
祖
父
で
あ
る
奥
山
金
剛
が
、
郷
土
の
有

名
人
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
。
大
内
地
山
編
『
常
総
古
今
の
学
と
術
と
人
』
（
昭
和
十
年
〈
一
九
三
五
〉
九
月
・
水
戸
学
塾
）
七

九
頁
に
は
、
「
奥
山
金
剛　

名
を
毅
と
い
ひ
金
剛
は
其
の
号
な
り
真
壁
郡
下
館
藩
主
に
仕
へ
書
を
以
つ
て
右
筆
と
な
る
又
詩
文
を
善
く
せ
る

を
以
つ
て
明
治
に
至
り
て
四
方
に
周
遊
せ
り
明
治
十
七
年
没
す
」
と
あ
る
。
『
下
館
町
郷
土
史
』
に
は
「
実
に
金
剛
は
河
内
の
国
金
剛
山
下

に
生
れ
祖
先
以
来
、
勤
王
の
血
を
受
け
た
学
者
で
あ
り

）
1
（

」
と
い
う
記
述
が
あ
り
、
金
剛
と
い
う
号
は
下
館
藩
河
内
領
の
出
生
地
か
ら
望
む

写真 1（遺族提供。表装された書
簡を持つ典瑞。）
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金
剛
山
に
因
ん
だ
と
推
測
さ
れ
る
。
『
懐
旧
集
』
漢
詩
之
部
に
は
「
奥
山
金
剛　

名
毅
。
字
士
遠
。
常
陸
人
。
善
鉄
筆
。
明
治
十
九
年
来

遊
）
2
（

」
、
『
集
古
会
誌
』
甲
寅
第
四
号
で
も
「
金
剛
山
人
奥
山
氏
名
毅
字
士
遠
号
金
剛
、
昨
非
居
士
、
竹
坨
老
人
常
陸
下
館
人

）
3
（

」
と
、
士
遠
と

い
う
字
が
記
さ
れ
て
い
る
。
『
常
総
古
今
の
学
と
術
と
人
』
に
は
明
治
十
七
年
（
一
八
八
四
）
没
と
あ
る
が
、
『
懐
旧
集
』
に
は
「
明
治
十

九
年
来
遊
」
と
あ
り
、
亀
戸
天
満
宮
境
内
の
「
故
芸
苑
諸
名
家
碑
」
に
明
治
二
十
二
年
（
一
八
八
九
）
物
故
者
と
し
て
名
前
が
あ
る
こ
と

か
ら
明
治
二
十
二
年
（
一
八
八
九
）
ま
で
は
生
き
て
お
り
、
晩
年
は
各
地
を
旅
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る

）
4
（

。

　

飯
沼
務
編
『
甲
信
越
写
真
全
集
』
の
「
隠
れ
た
る
名
篆
刻
家　

泉
芝
山
氏
」
と
い
う
中
に
、
「
氏
は
越
後
新
発
田
の
産
、
十
六
歳
の
時
瓢

然
東
京
に
出
て
成
島
柳
北
の
友
人
で
あ
る
奥
山
金
剛
と
云
ふ
漢
学
者
に
つ
い
て
漢
学
を
修
め
後
篆
刻
に
志
し

）
5
（

」
と
い
う
記
述
が
あ
り
、
『
下

館
町
郷
土
史
』
に
は
、
天
誅
組
事
変
に
参
加
し
京
都
西
町
奉
行
所
で
処
刑
さ
れ
た
渋
谷
伊
予
作
に
つ
い
て
「
十
五
歳
（
安
政
三
年
）
下
館

藩
の
学
者
奥
山
金
剛
に
就
て
漢
学
並
に
兵
学
の
指
導
を
受
け
た
」
と
説
明
が
あ
る

）
6
（

。
『
下
館
市
史
』
上
巻
で
は
、
金
剛
に
師
事
し
た
渋
谷
に

つ
い
て
「
こ
の
よ
う
に
人
格
形
成
に
と
っ
て
も
っ
と
も
大
切
な
時
期
に
、
奥
山
金
剛
を
師
と
あ
お
ぎ
、
彼
の
思
想
か
ら
う
け
た
影
響
が
、

結
局
伊
予
作
の
前
途
を
決
定
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
」
、
「
奥
山
金
剛
は
河
内
国
金
剛
山
下
（
下
館
藩
領
、
河
内
分
）
に
生
ま
れ
た
学
者
で
、

そ
の
地
が
か
つ
て
楠
正
成
と
ゆ
か
り
の
土
地
柄
で
あ
っ
た
の
で
、
金
剛
も
祖
先
以
来
勤
王
の
精
神
を
強
く
う
け
て
い
た
人
物
で
あ
っ
た
。

伊
予
作
は
こ
こ
に
感
化
を
受
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
分
析
し
て
い
る

）
7
（

。
山
中
啓
一
著
『
上
毛
近
世
百
傑
伝
』
上
巻
の
「
木
暮
喜
禄
君
伝
」

中
に
は
、
「
同
十
一
年
（
論
者
注
・
明
治
十
一
年
〈
一
八
七
八
〉
の
こ
と
）
戸
長
を
辞
シ
北
越
人
牧
野
再
龍
ニ
就
キ
詩
文
ヲ
学
ブ
傍
ラ
常
陸

人
奥
山
金
剛
ニ
鉄
筆
ヲ
学マ

フマ

」）
8
（

と
あ
り
、
後
に
群
馬
県
会
議
員
と
な
る
木
暮
喜
禄
に
金
剛
が
篆
刻
を
教
え
て
い
た
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　

西
村
文
則
『
飯
村
丈
三
郎
伝
』
に
、
「
明
治
二
年
東
京
に
衆
議
院
と
云
ふ
も
の
が
設
け
ら
れ
た
。
之
を
公
議
人
と
称
し
、
三
百
諸
侯
の
諸

藩
か
ら
、
藩
主
の
選
抜
し
た
議
員
が
、
そ
の
衆
議
院
へ
召
集
さ
れ
し
時
、
下
館
藩
に
は
、
一
藩
を
代
表
す
る
に
足
る
べ
き
人
物
が
二
人
居

た
、
当
時
何
百
人
か
あ
る
下
館
藩
の
巨
室
と
し
て
仰
か
れ
し
は
牧
帰
童
、
上
牧
正
徳
二
家
で
、
又
執
政
格
に
は
、
奥
山
、
雨
森
、
福
井
な
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ど
錚
々
た
る
人
物
も
ゐ
た
。
就
中
奥
山
金
剛
と
い
ふ
人
物
は
、
容
姿
堂
々
と
し
て
、
文
才
も
あ
り
、
年
齢
も
五
十
以
上
で
、
世
故
に
も
老

け
、
如
何
に
も
円
熟
し
た
人
物
故
、
士
族
も
、
町
人
等
も
、
公
議
人
に
は
此
人
が
成
る
で
あ
ら
う
と
期
待
し
て
ゐ
る
と
（
下
略
）
」
と
あ
り
、

奥
山
金
剛
は
風
貌
、
学
識
、
人
柄
、
社
交
性
な
ど
あ
ら
ゆ
る
面
に
お
い
て
優
れ
、
下
館
藩
の
人
々
か
ら
広
く
尊
敬
さ
れ
て
い
た
様
子
で
あ

る
が
、
予
想
に
反
し
て
「
門
地
、
年
齢
、
学
識
、
風
采
共
に
上
位
の
奥
山
ま
で
斥
け
ら
れ
、
之
に
代
つ
て
三
貧
侍
で
、
年
齢
僅
に
三
十
一

歳
」
の
鈴
木
縄
と
い
う
若
者
が
公
議
人
に
選
ば
れ
、
「
下
館
藩
の
上
下
は
、
此
異
数
の
抜
擢
を
見
て
、
或
は
驚
惧
し
、
或
は
憤
慨
し
た
」
こ

と
も
記
さ
れ
て
い
る

）
9
（

。
奥
山
金
剛
は
明
治
初
期
の
下
館
藩
が
誇
る
傑
物
の
一
人
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
見
て
取
れ
る
逸
話
で
あ
る
が
、

明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
に
年
齢
が
五
十
以
上
で
あ
っ
た
と
い
う
箇
所
か
ら
、
奥
山
金
剛
の
生
年
は
文
化
（
一
八
〇
四
～
一
八
一
八
）
後

期
か
ら
文
政
（
一
八
一
八
～
一
八
三
〇
）
初
期
の
生
ま
れ
と
推
定
で
き
る
。

　

他
方
、
日
本
互
尊
社
編
『
互
尊
翁
』
に
よ
る
と
、
印
影
を
押
し
た
紙
に
、
「
東
京
芝
佐
久
間
町
二
丁
目
十
八
番
地
／
篆
刻
師　

金
剛
山
人

毅　

奥
山
金
剛
／
乙
酉
五
十
八
歳
／
明
治
十
八
年
乙
酉
年
十
二
月
十
七
日
長
岡
渡
リ
町
旅
店
品
田
友
七
宅
ニ
於
テ
ス
」
と
、
明
治
十
八
年

（
一
八
八
五
）
か
ら
同
十
九
年
（
一
八
八
六
）
頃
に
新
潟
の
長
岡
を
訪
れ
て
印
を
彫
っ
た
際
に
書
か
れ
た
も
の
が
あ
る
と
い
う

）
10
（

。
『
飯
村
丈

三
郎
伝
』
と
『
互
尊
翁
』
か
ら
推
定
さ
れ
る
奥
山
金
剛
の
生
年
に
は
約
十
年
の
開
き
が
あ
る
が
、
金
剛
か
ら
直
接
伝
え
ら
れ
た
で
あ
ろ
う

『
互
尊
翁
』
記
載
の
明
治
十
八
年
（
一
八
八
五
）
に
五
十
八
歳
と
い
う
年
齢
を
信
じ
れ
ば
、
金
剛
は
文
政
十
一
年
（
一
八
二
八
）
の
生
ま
れ

で
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
に
は
四
十
歳
過
ぎ
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
戸
籍
謄
本
の
つ
祢
の
欄
に
「
茨
木マ

マ

県
真
壁
郡
下
館
奥
山
麓
妹
明

治
十
四
年
六
月
十
七
日
田
村
典
瑞
ト
婚
姻
届
出
同
日
入
籍
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
つ
祢
が
結
婚
し
た
明
治
十
四
年
（
一
八
八
一
）
六
月
、

金
剛
が
満
五
十
二
、
三
歳
の
時
点
で
嫡
子
の
麓
に
家
督
を
譲
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
豊
彦
誕
生
後
の
明
治
二
十
二
年
（
一
八
八
九
）
ま
で

存
命
し
各
地
を
回
り
印
を
彫
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
江
戸
か
ら
明
治
へ
と
世
が
移
り
、
下
館
藩
家
臣
と
し
て
の
職
を
失
い
自
身
も
不
惑
を

迎
え
て
か
ら
の
金
剛
は
旧
幕
時
代
の
よ
う
に
漢
学
や
兵
学
を
教
え
る
の
で
は
な
く
篆
刻
家
と
し
て
活
動
し
た
が
、
篆
刻
家
と
し
て
の
各
地
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周
遊
は
隠
居
後
の
趣
味
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

　

田
島
定
邦
編
・
蔵
版
『
蚕
桑
余
事
』
（
明
治
八
年
〈
一
八
七
五
〉
十
二
月
・
出
雲
寺
万
次
郎
刊
）
十
丁
裏
に
は
「
抵
桐
生
途
中
」
と
題
し

た
金
剛
奥
山
毅
作
の
七
言
絶
句
が
、
岩
垂
憲
徳
『
漢
詩
綱
要
』
（
昭
和
十
七
年
〈
一
九
四
二
〉
四
月
・
清
水
書
店
）
八
八
～
八
九
頁
に
は

「
荒
木
村
重
」
と
題
し
た
金
剛
の
七
言
絶
句
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
岡
村
清
吉
編
『
東
京
名
家
独
案
内
』
の
「
書
画
家
及
諸
文
人
一
覧
」
で

は
、
「
奥
山
金
剛　

篆
刻
。
芝
愛
宕
下
三
丁
目

）
11
（

」
と
篆
刻
家
と
し
て
紹
介
さ
れ
、
明
治
二
十
二
年
（
一
八
八
九
）
一
月
・
竹
村
貞
次
郎
印
刷

発
行
『
東
京
八
大
家
一
覧
』
で
は
、
篆
刻
八
大
家
の
一
人
に
「
芝
南
佐
久
間
町
二
丁
目
十
八
番
地　

奥
山
金
剛
」
が
挙
が
っ
て
い
る

）
12
（

。
有

栖
川
宮
熾
仁
の
日
記
に
は
、
明
治
十
一
年
（
一
八
七
八
）
七
月
二
十
八
日
日
曜
日
「
東
伏
見
嘉
彰
・
柳
原
幹
事
・
羽
倉
可
亭
・
奥
山
毅
来

入
之
事
」
、
同
年
八
月
二
十
五
日
「
判
事
北
畠
治
房
・
篆
刻
工
奥
山
毅
来
之
事
」
、
明
治
十
二
年
（
一
八
七
九
）
七
月
八
日
火
曜
日
「
香
港

知
事
ヘ
ン
ネ
ツ
シ
ー
氏
夫
妻
・
奥
山
毅
入
来
之
事
」
と
奥
山
金
剛
の
名
が
複
数
回
登
場
し

）
13
（

、
高
松
宮
家
編
『
熾
仁
親
王
印
譜
』
（
昭
和
四
年

〈
一
九
二
九
〉
八
月
・
高
松
宮
家
）
二
六
頁
か
ら
三
二
頁
に
は
明
治
十
一
年
（
一
八
七
八
）
七
月
に
金
剛
が
刻
ん
だ
二
十
二
個
の
印
影
が
収

め
ら
れ
て
い
る
。
『
熾
仁
親
王
行
実
』
巻
下
に
も
「
御
愛
用
の
印
は
、
百
数
十
顆
の
多
き
に
上
り
、
現
存
す
る
も
の
、
大
小
合
せ
て
九
十
余
、

概
ね
源
元
祥
、
細
川
林
斎
、
羽
倉
可
亭
、
中
井
敬
所
、
豊
田
長
江
、
奥
山
金
剛
等
の
刻
に
係
る

）
14
（

」
と
あ
り
、
金
剛
の
篆
刻
は
有
栖
川
宮
熾

仁
の
お
気
に
入
り
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　
「
奥
山
麓
。
茨
葉
と
号
す
、
金
剛
翁
の
嫡
子
な
り
、
詩
書
を
善
く
し
又
大
塊
翁
に
就
き
南
画
を
学
ぶ

）
15
（

」
と
『
下
館
町
郷
土
史
』
に
あ
る
金

剛
の
嫡
子
・
麓
で
あ
る
が
、
南
画
だ
け
で
な
く
歌
も
嗜
ん
だ
ら
し
く
、
流
麗
な
文
字
で
「
鳴
せ
み
の
日
も
く
れ
井
ど
の
細
竿
に
い
と
願
は

し
き
魚
の
か
た
れ
る
」
「
夏
木
立
あ
つ
さ
を
し
の
ぎ
た
ち
よ
れ
ば
ま
た
袖
ぬ
ら
す
杜
の
し
ら
露
」
と
い
う
詠
歌
が
記
さ
れ
た
麓
の
短
冊
二
枚

（
写
真
2
）
の
他
、
「
月
に
就
て
鞦
韆
移
す
樹
の
間
哉
」
「
蓬
莱
に
よ
き
顔
合
や
二
日
月
」
と
書
か
れ
た
李
郷
女
名
義
の
短
冊
二
枚
（
写
真

3
）
も
豊
彦
遺
族
宅
に
保
管
さ
れ
て
い
る
。
李
郷
女
に
つ
い
て
は
、
『
下
館
市
史
』
に
「
奥
山
金
剛
の
母
は
五
代
下
館
藩
主
石
川
総
般
の
娘
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で
、
名
を
勇
（
ゆマ

うマ

）
と
い
い
、
女
流
俳
人
と
し
て
名
が
あ
り

李
郷
と
号
し
た
。
金
剛
も
そ
の
血
を
う
け
、
風
采
堂
々
と
し
て

文
筆
に
す
ぐ
れ
た
学
者
で
人
望
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
」
、
「
家

老
奥
山
小
一
兵
衛
に
嫁
い
で
奥
山
金
剛
を
生
み
、
女
流
俳
人
と

し
て
名
の
あ
っ
た
人
で
あ
る
」
と
あ
る

）
16
（

。
『
下
館
町
郷
土
史
』

で
は
、
浄
土
宗
専
称
寺
の
項
に
「
奥
山
李
郷
の
墓
あ
り
、
李
郷

院
檀
誉
貞
香
芳
弥
禅
定
尼
文
久
二
年
正
月
五
日
没
俗
名
勇
六
十

二
才
、
李
郷
院
は
城
主
石
川
総
般
の
御
息
女
、
後
家
老
職
奥
山

小
一
兵
衛
政
懿
に
嫁
す
。
政
懿
は
楽
斎
と
号
し
嘉
永
七
年
没
、

李
郷
院
は
俳
句
を
能
く
し
、
女
流
俳
人
と
し
て
声
名
が
あ
つ

た
）
17
（

」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
『
女
流
著
作
解
題
』
に
は

「
李
卿
女
」
の
説
明
が
あ
り
、
「
常
州
下
館
石
川
候
の
次
席
家
老

た
る
奥
山
金
剛
（
勧マ

マ

解
由
）
の
妻
で
あ
る
。
金
剛
は
藩
の
軍
監

を
も
勤
め
、
又
博
学
能
書
を
以
て
聞
え
た
人
。
妻
の
李
卿
は
才
色
共
に
秀
で
、
且
高
雅
な
婦
人
で
あ
つ
た
。
俳
諧
は
逸
淵
に
学
ん
だ
が
、

文
久
二
年
正
月
五
日
、
行
年
六
十
二
で
没
し
た
。
男
弘
毅
の
建
て
た
其
の
墓
は
、
下
館
町
専
称
寺
に
あ
る

）
18
（

」
と
、
奥
山
金
剛
の
妻
と
さ
れ

て
い
る
。

　

俳
諧
を
嗜
み
、
文
久
二
年
正
月
五
日
（
一
八
六
二
年
二
月
三
日
）
六
十
二
歳
で
亡
く
な
り
、
下
館
の
専
称
寺
に
墓
が
あ
る
と
い
う
点
か

ら
李
卿
女
と
い
う
の
は
『
下
館
町
郷
土
史
』
の
李
郷
と
同
一
人
物
と
み
ら
れ
る
が
、
『
下
館
町
郷
土
史
』
で
は
彼
女
を
奥
山
金
剛
の
母
と
し 写真 3（遺族提供）写真 2（遺族提供）
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て
い
る
の
に
対
し
、
『
女
流
著
作
解
題
』
で
は
金
剛
の
妻
と
し
て
い
る
。
『
飯
村
丈
三
郎
伝
』
の
記
述
を
採
れ
ば
奥
山
金
剛
の
生
年
は
文
化

（
一
八
〇
四
～
一
八
一
八
）
後
期
か
ら
文
政
（
一
八
一
八
～
一
八
三
〇
）
初
期
と
推
定
さ
れ
る
が
、
明
治
十
八
年
（
一
八
八
五
）
に
五
十
八

歳
で
あ
っ
た
と
す
る
『
互
尊
翁
』
の
記
述
を
採
れ
ば
文
政
十
一
年
（
一
八
二
八
）
と
推
定
さ
れ
る
こ
と
は
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
。
一
方
、

李
郷
は
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
に
六
十
二
で
亡
く
な
っ
て
い
る
と
あ
る
こ
と
か
ら
寛
政
十
三
・
享
和
元
年
（
一
八
〇
一
）
生
ま
れ
と
考

え
ら
れ
、
金
剛
よ
り
約
十
五
年
ま
た
は
二
十
七
年
早
く
生
ま
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　

李
郷
が
金
剛
の
妻
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
文
久
元
年
五
月
六
日
（
一
八
六
一
年
六
月
十
三
日
）
に
つ
祢
を
産
ん
だ
三
保
は
後
妻
で
あ
っ

た
こ
と
に
な
る
が
、
第
五
代
下
館
藩
主
石
川
総
般
の
娘
で
あ
り
第
七
代
下
館
藩
主
石
川
総
承
の
妹
と
い
う
立
場
で
あ
っ
た
李
郷

）
19
（

が
、
母
子

ほ
ど
年
齢
の
離
れ
た
家
臣
奥
山
家
の
金
剛
に
嫁
し
た
後
離
別
、
金
剛
は
新
た
に
若
い
三
保
と
再
婚
し
た
と
は
考
え
難
い
。
そ
れ
だ
け
で
な

く
、
金
剛
と
離
別
し
た
先
妻
の
短
冊
が
後
妻
か
ら
生
ま
れ
た
豊
彦
の
母
・
つ
祢
に
伝
え
ら
れ
た
と
も
考
え
難
い
。
「
男
弘
毅
の
建
て
た
其
の

墓
」
と
い
う
前
掲
『
女
流
著
作
解
題
』
の
記
述
で
あ
る
が
、
安
政
四
年
十
二
月
十
六
日
（
一
八
五
八
年
一
月
三
十
日
）
二
宮
弥
太
郎
宛
書

簡
に
「
奥
山
勘
解
由
／
弘
毅

）
20
（

」
と
署
名
し
て
い
る
。
旧
幕
時
代
の
金
剛
は
勘
解
由

）
21
（

と
名
乗
り
弘
毅
と
い
う
名
も
有
し
て
い
た
こ
と
を
二
宮

弥
太
郎
筆
書
簡
や
衣
笠
兵
太
夫
筆
書
簡
で
確
認
で
き
る
こ
と
か
ら
、
つ
祢
誕
生
の
翌
年
に
死
去
し
た
李
郷
の
墓
を
建
て
た
の
は
奥
山
金
剛

で
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
後
妻
と
の
間
に
子
供
ま
で
誕
生
し
て
い
な
が
ら
離
別
し
た
前
妻
の
墓
を
建
て
た
と
も
思
え
ず
、
金
剛
と
李
郷
の

生
年
と
墓
建
立
の
件
を
鑑
み
て
、
『
下
館
町
郷
土
史
』
の
記
述
通
り
李
郷
は
金
剛
の
母
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
李
郷
と
い
う
号
で
俳

諧
を
嗜
ん
だ
石
川
勇
は
二
十
代
で
奥
山
小
一
兵
衛

）
22
（

に
嫁
ぎ
、
文
政
十
一
年
（
一
八
二
八
）
に
数
え
年
二
十
八
歳
で
嫡
子
の
毅
ま
た
は
弘
毅
、

後
の
金
剛
を
生
ん
だ
と
推
定
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
豊
彦
の
母
方
曽
祖
母
が
第
五
代
下
館
藩
主
石
川
総
般
の
娘
・
勇
で
あ
る
。

　

前
稿
で
金
剛
の
息
子
、
豊
彦
の
叔
父
で
あ
る
有
田
兎
毛
三
の
集
古
会
参
加
に
言
及
し
た
が
、
『
集
古
』
癸
亥
第
二
号
（
大
正
十
二
年
〈
一

九
二
三
〉
二
月
・
集
古
会
）
十
丁
裏
掲
載
の
「
第
百
四
十
回
集
古
会
記
事
」
に
よ
る
と
、
同
年
一
月
十
三
日
開
催
の
同
会
に
お
い
て
古
人
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和
歌
短
冊
と
い
う
課
題
に
対
し
、
兎
毛
三
は
北
村
湖
南
や
香
川
景
樹
、
烏
丸
光
賢
、
佐
々
木
弘
綱
や
税
所
敦
子
ら
の
短
冊
百
枚
を
出
品
し

て
い
る
。
山
岡
鉄
舟

）
23
（

、
成
島
司
直
や
有
栖
川
宮
妃
と
い
っ
た
奥
山
金
剛
と
親
交
が
あ
っ
た
人
物
や
そ
の
血
縁
者
の
短
冊
が
複
数
あ
る
こ
と
、

兎
毛
三
は
祖
父
伝
来
の
品
を
集
古
会
に
出
品
し
て
い
た
と
い
う
記
述
も
見
ら
れ
る
こ
と

）
24
（

、
兎
毛
三
の
曾
祖
父
で
あ
る
石
川
総
般
ゆ
か
り
の

品
を
集
古
会
に
出
品
し
て
い
る
こ
と

）
25
（

、
前
述
の
よ
う
に
金
剛
の
作
品
を
出
品
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
兎
毛
三
の
集
古
会
出
品
物

に
は
奥
山
家
ゆ
か
り
の
品
が
多
数
含
ま
れ
て
い
た
と
判
断
で
き
る
。
兎
毛
三
の
出
生
地
で
あ
る
下
館
町
か
ら
見
え
る
筑
波
山
に
因
ん
だ
紫

峰
と
い
う
号
は
、
出
生
地
か
ら
近
い
金
剛
山
に
因
ん
だ
金
剛
と
い
う
号
を
用
い
た
生
家
の
父
へ
の
敬
意
を
窺
わ
せ
る
。
兎
毛
三
が
可
愛
が
っ

て
い
た
豊
彦
も
母
方
祖
父
を
敬
愛
し
て
い
た
と
み
え
、
金
剛
宛
の
古
い
書
簡
に
手
製
の
包
み
紙
を
施
し
て
い
る
他
、
翻
字
を
試
み
た
豊
彦

の
便
箋
も
発
見
さ
れ
て
い
る
。

　

大
正
十
四
年
（
一
九
二
五
）
十
二
月
『
集
古
』
丙
寅
第
一
号
・
九
丁
表
掲
載
の
集
古
会
出
品
目
録
に
は
、
親
子
と
い
う
課
題
へ
の
有
田

兎
毛
三
出
品
物
の
一
つ
に
奥
山
金
剛
父
子
師
弟
合
作
幅
が
あ
る
。
奥
山
金
剛
父
子
の
子
と
は
茨
葉
と
い
う
号
で
詩
書
を
得
意
と
し
た
長
男

の
麓
で
な
け
れ
ば
二
男
の
正
路
か
兎
毛
三
、
あ
る
い
は
存
在
の
判
明
し
て
い
な
い
他
の
息
子
の
可
能
性
も
あ
る
が
、
「
父
子
師
弟
合
作
」
と

い
う
表
現
は
金
剛
自
ら
息
子
に
書
や
詩
を
教
え
て
い
た
こ
と
を
示
す
。
「
わ
ら
の
香
の
は
つ
日
に
ほ
め
く
戸
口
か
な

）
26
（

」
と
い
う
句
が
『
お
ら

が
春
』
の
「
脇
起
誹
諧
連
歌
」
五
十
八
句
目
に
収
め
ら
れ
て
い
る
李
郷
、
『
懐
旧
集
』
漢
詩
之
部
で
漢
詩
が
三
首
紹
介
さ
れ
て
い
る
金
剛
、

魚
が
口
を
開
閉
す
る
様
を
独
自
の
表
現
で
詠
ん
だ
歌
を
残
し
て
い
る
麓
な
ど
奥
山
家
に
は
韻
文
を
得
意
と
す
る
者
が
多
い
。
金
剛
自
ら
息

子
た
ち
に
漢
詩
や
篆
刻
の
手
ほ
ど
き
を
し
文
芸
創
作
が
身
近
な
環
境
で
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
が
、
奥
山
金
剛
の
外
孫
で
あ
る

豊
彦
も
、
漢
詩
文
調
の
表
現
を
多
用
し
た
合
計
八
千
字
近
い
『
四
国
／
中
国
紀
行
日
誌
』
を
満
十
三
歳
で
、
西
行
の
歌
や
不
識
庵
上
杉
謙

信
に
よ
る
「
霜
満
軍
営
秋
気
清
」
で
始
ま
る
七
言
絶
句
を
引
用
し
た
漢
文
調
の
作
文
を
満
十
五
歳
で
書
く
な
ど
早
く
か
ら
文
芸
へ
の
関
心

と
知
識
を
有
し
て
い
た

）
27
（

。
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明
治
三
十
五
年
（
一
九
〇
二
）
四
月
、
中
学
校
五
年
生
に
進
級
直
後
の
豊
彦
が
田
村
鈍
太
郎
名
義
で
記
し
た
奈
良
月
ヶ
瀬
へ
の
探
梅
旅

行
記
『
春
雨
日
記
』
に
は
梅
や
鶯
、
月
な
ど
主
に
自
然
の
風
物
の
美
し
さ
を
詠
っ
た
十
首
以
上
の
歌
が
含
ま
れ
、
中
学
生
時
代
の
豊
彦
が

既
に
作
歌
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
豊
彦
の
十
歳
下
の
弟
・
徹
も
十
折
と
い
う
号
で
俳
句
を
作
り
和
歌
・
俳
句
の
会
に
所
属
し
て

い
た
よ
う
に

）
28
（

文
芸
、
特
に
韻
文
は
奥
山
家
の
お
家
芸
と
い
っ
て
も
よ
く
、
つ
祢
の
息
子
た
ち
も
奥
山
家
の
影
響
を
存
分
に
受
け
て
い
た
様

子
で
あ
る
。
な
お
、
自
然
の
情
景
を
詠
ん
だ
中
学
校
時
代
の
歌
風
は
先
に
紹
介
し
た
奥
山
麓
の
歌
と
似
て
い
る
こ
と
か
ら
奥
山
家
の
誰
か

に
歌
の
手
ほ
ど
き
を
受
け
た
と
推
測
さ
れ
る
が
、
豊
彦
の
歌
風
に
関
す
る
検
証
は
別
の
機
会
に
譲
る
こ
と
と
す
る
。

　
　
　
　

二　

母
方
曾
祖
父
・
奥
山
小
一
兵
衛

　
『
二
宮
尊
徳
全
集
』
第
九
巻
所
収
の
衣
笠
兵
太
夫
に
よ
る
嘉
永
五
年
十
二
月
八
日
（
一
八
五
三
年
一
月
十
七
日
）
付
書
簡
に
「
小
一
兵
衛

儀
、
去
ル
戌
年
出
坂
ノ
節
、
役
柄
に
不
応
儀
有
之
に
付
、
年
寄
役
取
上
ケ
、
隠
居
被
申
付
、
家
督
之
儀
は
忰
勘
解
由
へ
無
相
違

）
29
（

」
と
あ
り
、

奥
山
勘
解
由
、
後
の
金
剛
は
満
二
十
四
、
五
歳
で
父
・
奥
山
小
一
兵
衛
か
ら
家
督
を
継
い
だ
こ
と
が
わ
か
る
。

　

第
三
章
掲
『
下
館
町
郷
土
史
』
に
よ
る
と
、
第
七
代
下
館
藩
主
石
川
総
承
の
実
子
で
あ
り
、
隠
居
し
た
総
承
の
家
督
を
継
ぎ
、
天
保
七

年
十
二
月
（
一
八
三
七
年
一
月
）
に
第
八
代
下
館
藩
主
と
な
っ
た
石
川
総
貨

）
30
（

の
治
世
に
下
館
藩
は
危
機
に
直
面
し
た
と
い
う
。
そ
の
理
由

は
、
同
書
で
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　
　

 　

第
一
に
封
建
的
制
度
の
基
礎
漸
く
崩
れ
、
経
済
的
破
綻
は
各
方
面
に
顕
は
れ
、
総
て
の
階
級
に
普
つ
て
経
済
生
活
の
動
揺
に
悩
ま

さ
れ
た
社
会
的
過
渡
期
で
あ
つ
た
。

　
　

 　

第
二
に
天
明
の
凶
作
に
続
い
て
天
保
年
間
の
惨
禍
に
見
舞
は
れ
、
農
民
窮
乏
の
極
に
達
し
全
く
農
民
大
衆
を
し
て
餓
死
線
上
に
彷

徨
は
し
め
た
。
道
路
に
横
は
る
餓
死
の
姿
、
草
の
葉
、
木
の
根
を
食
ひ
尽
し
、
盗
賊
い
た
る
処
に
は
び
こ
り
、
困
苦
の
様
は
筆
舌
に
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尽
さ
れ
ぬ
程
で
あ
つ
た
。

　
　

 　

第
三
に
は
藩
主
の
莫
大
な
借
財
の
た
め
藩
経
済
は
不
如
意
と
な
り
、
藩
士
も
、
町
人
も
、
農
民
も
こ
れ
が
た
め
経
済
難
と
負
担
の

た
め
に
領
内
皆
貧
の
状
態
に
ま
で
な
つ
て
し
ま
つ
た
。

　
　

 　
下
館
藩
領
内
皆
貧
の
更
生
対
策
と
し
て
二
宮
尊
徳
翁
を
招
聘
し
て
藩
、
村
の
経
済
的
立
直
を
行
つ
た
の
は
こ
の
時
で
あ
つ
た

）
31
（

。

　

前
掲
『
下
館
町
郷
土
史
』
七
三
頁
に
よ
れ
ば
、
天
明
六
年
七
月
十
五
日
（
一
七
八
六
年
八
月
八
日
）
か
ら
十
七
日
に
大
洪
水
に
見
舞
わ

れ
、
天
明
七
年
（
一
七
八
七
）
に
は
全
国
的
な
凶
作
で
米
価
が
高
騰
し
て
い
た
と
こ
ろ
大
火
が
発
生
、
安
政
三
年
八
月
二
十
五
日
（
一
八

五
六
年
九
月
二
十
三
日
）
に
は
大
風
雨
で
城
下
の
四
分
の
一
近
い
住
居
や
寺
院
が
倒
壊
し
た
と
い
う
。
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）
の
飢
饉

の
際
に
は
、
「
下
館
藩
は
享
保
の
頃
領
内
の
人
口
は
一
万
余
人
で
あ
つ
た
が
、
領
内
衰
微
の
文
政
、
天
保
の
頃
は
六
千
人
内
外
と
な
つ
た
。

藩
主
の
負
債
も
新
古
合
せ
て
三
万
九
千
余
両
そ
の
利
息
金
千
五
百
九
十
余
両

）
32
（

」
と
下
館
藩
主
も
領
民
も
困
窮
し
た
と
い
う
。
二
宮
尊
徳
に

よ
る
財
政
再
建
策
は
仕
法
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
同
書
で
は
尊
徳
が
下
館
藩
の
仕
法
に
携
わ
る
ま
で
の
経
緯
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　
　

 　

下
館
藩
の
仕
法
の
発
端
は
天
保
八
年
に
翁
の
も
と
へ
仕
法
開
業
を
懇
願
し
た
と
き
か
ら
始
ま
る
。
（
中
略
）
天
保
八
年
八
月
高
田
尉

右
衛
門
は
桜
町
に
赴
い
て
藩
の
窮
迫
の
事
情
を
訴
へ
仕
法
を
願
つ
た
。
一
家
の
財
政
を
救
ふ
事
さ
へ
容
易
で
な
い
の
に
、
ま
し
て
領

内
の
仕
法
開
発
は
な
か
〳
〵
の
大
難
事
で
あ
る
。
尊
徳
先
生
は
当
時
小
田
原
の
救
済
を
命
ぜ
ら
れ
た
り
、
既
に
青
木
、
谷
田
部
等
関

係
は
漸
く
広
く
、
ま
た
桜
町
仕
法
の
年
限
も
終
つ
て
小
田
原
に
帰
国
の
時
期
も
迫
つ
て
来
る
し
、
事
務
も
煩
雑
と
な
つ
て
到
底
引
受

け
る
暇
も
な
い
の
で
謝
絶
さ
れ
た
。
下
館
藩
は
一
、
二
回
の
謝
絶
で
退
く
程
の
弱
腰
な
も
の
で
も
な
く
、
謝
絶
で
退
く
程
の
軽
い
窮

迫
で
も
な
か
つ
た
。
尊
徳
先
生
は
之
の
押
問
答
の
中
に
小
田
原
の
救
済
に
十
二
月
よ
り
赴
い
た
。
下
館
藩
か
ら
は
高
田
、
衣
笠
両
氏

等
が
翁
を
訪
問
し
、
そ
の
度
毎
に
対
話
中
授
け
ら
れ
た
教
訓
は
益
々
下
館
藩
を
し
て
報
徳
仕
法
を
要
求
す
る
や
う
に
熱
心
に
さ
せ
て

し
ま
つ
た
。
（
中
略
）
天
保
九
年
九
月
に
翁
が
桜
町
に
帰
へ
る
を
待
ち
受
け
て
衣
笠
兵
太
夫
以
下
詰
切
り
懇
談
し
た
の
で
翁
も
謝
絶
す
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る
こ
と
も
出
来
な
い
で
遂
に
仕
法
を
引
受
け
る
こ
と
に
な
つ
た

）
33
（

。

　

下
館
藩
は
天
保
八
年
（
一
八
三
七
）
八
月
か
ら
尊
徳
に
度
々
仕
法
を
依
頼
し
断
ら
れ
て
い
た
が
、
天
保
九
年
（
一
八
三
八
）
九
月
に
遂

に
根
負
け
し
た
尊
徳
が
仕
法
を
引
き
受
け
、
下
館
藩
再
建
に
向
け
た
取
り
組
み
が
始
ま
っ
た
。
こ
の
際
、
尊
徳
に
何
度
も
仕
法
を
依
頼
し

て
い
た
の
が
冒
頭
に
掲
げ
た
奥
山
金
剛
の
家
督
継
承
を
伝
え
る
書
簡
の
筆
者
、
衣
笠
兵
太
夫
で
あ
り
、
尊
徳
と
盛
ん
に
往
来
を
し
て
仕
法

を
伝
授
さ
れ
た
一
人
が
豊
彦
の
母
方
曾
祖
父
で
李
郷
の
夫
、
奥
山
小
一
兵
衛
で
あ
る
。

　

小
一
兵
衛
は
『
大
武
鑑
』
天
保
十
四
年
（
一
八
四
三
）
版
、
『
大
武
鑑
』
天
保
十
五
年
（
一
八
四
四
）
版
に
、
二
万
石
常
州
下
館
の
石
川

近
江
守
総
貨
を
主
君
と
す
る
家
老
牧
志
摩
以
下
、
定
府
年
寄
上
牧
甚
五
太
夫
に
次
ぐ
年
寄
二
人
目
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る

）
34
（

。
嘉
永
三
年

十
二
月
朔
日
（
一
八
五
一
年
一
月
二
日
）
二
宮
尊
徳
日
記
に
は
、
「
重
役
奥
山
小
一
兵
衛
御
宅
へ
、
夕
七
ツ
時
半
、
忰
並
、
八
郎
、
渋
谷
氏

案
内
頼
、
則
罷
出
、
御
役
々
銘
々
出
席
左
之
通
り
／
家
老　

牧
志
摩　

同　

柴
田
利
兵
衛　

同　

奥
山
小
一
兵
衛
（
下
略

）
35
（

）
」
の
よ
う
に
、

尊
徳
ら
が
小
一
兵
衛
宅
を
訪
れ
た
と
い
う
記
録
に
お
い
て
彼
は
牧
志
摩
、
柴
田
利
兵
衛
と
な
ら
び
「
家
老
」
と
表
記
さ
れ
て
お
り
、
下
館

藩
家
臣
団
の
中
で
も
二
、
三
番
目
の
高
位
に
い
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
。

　

奥
山
小
一
兵
衛
は
、
天
保
九
戊
戌
年
十
月
二
十
九
日
（
一
八
三
八
年
十
二
月
十
五
日
）
の
二
宮
尊
徳
日
記
に
「
下
館
奥
山
小マ

マ
兵
衛
殿
衣

笠
兵
太
夫
殿
町
年
寄
中
村
兵
左
衛
門
罷
越
候
事

）
36
（

」
と
初
登
場
し
て
以
降
、
天
保
九
年
十
二
月
二
十
二
日
（
一
八
三
九
年
二
月
五
日
）
二
宮

尊
徳
日
記
「
下
館
奥
山
小
一
兵
衛
殿
渋
谷
利
左
衛
門
殿
被
罷
帰
候
事

）
37
（

」
、
天
保
十
己
亥
年
正
月
十
八
日
（
一
八
三
九
年
三
月
三
日
）
二
宮
尊

徳
日
記
「
下
館
奥
山
小
市
兵
衛
殿
被
罷
越
候
事

）
38
（

」
な
ど
、
小
市
兵
衛
、
小
兵
衛
表
記
で
も
度
々
登
場
し
て
い
る

）
39
（

。
『
二
宮
尊
徳
全
集
』
第
六

巻
に
は
、
下
館
藩
の
仕
法
開
始
が
決
定
し
た
直
後
で
あ
る
天
保
九
年
十
一
月
八
日
（
一
八
三
八
年
十
二
月
二
十
四
日
）
付
奥
山
小
一
兵
衛

筆
書
簡

）
40
（

も
収
録
さ
れ
て
い
る
。
豊
彦
の
母
方
曾
祖
父
で
あ
る
奥
山
小
一
兵
衛
は
下
館
藩
の
重
臣
と
し
て
初
期
か
ら
仕
法
に
関
与
し
て
い
た

の
で
あ
る
が
、
『
二
宮
尊
徳
言
行
録
』
は
、
下
館
藩
の
仕
法
の
様
子
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
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常
州
下
館
候
は
禄
二
万
石
、
負
債
三
万
余
両
に
及
び
、
天
保
九
年
に
至
り
て
は
、
一
藩
領
民
皆
困
窮
の
極
に
達
す
。
是
に
於
て
郡

奉
行
衣
笠
某
な
る
も
の
桜
町
に
来
り
、
辛
う
じ
て
二
宮
翁
に
面
会
を
得
て
、
仕
法
を
懇
願
す
。
翁
例
に
よ
つ
て
之
を
固
辞
し
、
先
づ

小
田
原
候
の
許
を
受
け
し
め
て
、
後
之
に
応
じ
、
豊
凶
十
年
を
平
均
し
た
る
分
度
を
定
め
、
之
に
先
ち
て
米
粟
を
贈
り
て
、
一
藩
の

急
を
救
ひ
、
而
し
て
後
数
十
人
の
筆
算
の
士
を
雇
ひ
て
、
数
ヶ
月
間
の
丹
誠
に
よ
り
、
美
事
両
条
の
調
査
を
成
就
し
た
り
。

　
　

 　

次
に
翁
は
家
老
上
牧
某
に
理
を
説
き
、
義
を
諭
し
て
主
君
の
恩
禄
を
辞
せ
し
む
。
家
老
翁
が
言
に
感
激
し
て
、
速
か
に
禄
三
百
石

を
辞
す
。
之
を
聞
き
て
其
の
下
役
な
る
大
島
某
、
小
島
某
も
進
ん
で
そ
の
禄
を
辞
せ
り
。
是
に
於
て
翁
は
此
の
三
人
の
行
動
を
大
に

嘉
し
、
桜
町
よ
り
米
粟
を
贈
り
て
其
難
苦
を
補
ひ
た
り
。

　
　

 　

斯
く
て
翁
は
亡
国
に
瀕
せ
る
下
館
の
為
に
法
を
立
て
、
先
づ
一
ヶ
年
、
一
月
二
月
の
両
月
は
、
国
用
米
財
を
翁
が
方
よ
り
贈
り
、

七
月
八
月
は
下
館
町
の
富
商
八
人
に
て
之
を
補
は
し
め
、
三
四
五
六
の
四
ヶ
月
は
宗
家
石
川
候
の
慈
仁
に
訴
へ
て
補
給
を
仰
が
し
む

る
こ
と
ゝ
し
、
そ
の
償
却
は
興
復
の
後
を
待
つ
も
易
し
。
而
し
て
定
規
の
租
税
は
毎
年
以
て
旧
来
の
借
財
を
償
却
す
る
に
供
さ
ば
、

三
万
の
借
財
を
償
却
す
る
に
庶
幾
か
ら
む
と
。

　
　

 　

本
家
も
商
人
も
皆
二
宮
が
誠
意
に
感
じ
、
其
用
財
を
惜
ま
ず
。
是
に
於
て
一
年
の
貢
税
を
以
て
焦
眉
に
迫
る
負
債
を
償
却
し
、
以

て
多
額
の
元
金
を
減
金
を
為
す
を
得
た
り
。
之
を
三
万
両
償
却
の
手
初
め
と
し
、
そ
れ
よ
り
翁
は
下
館
候
の
為
に
領
内
灰
崎
、
下
岡

崎
、
蕨
の
三
邑
に
安
民
の
法
を
講
じ
、
邑
民
を
悦
服
せ
し
め
、
風
俗
を
淳
厚
な
ら
し
め
た
り

）
41
（

。

　

莫
大
な
負
債
を
抱
え
返
済
の
目
途
が
立
た
ず
困
窮
し
て
い
た
下
館
藩
で
は
、
仕
法
の
実
施
に
伴
い
当
初
か
ら
尊
徳
や
裕
福
な
商
人
の
協

力
だ
け
で
な
く
、
家
臣
の
俸
禄
返
上
や
減
俸
が
行
わ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
『
二
宮
尊
徳
全
集
』
第
二
十
五
巻
「
解
題
」
に
、
「
藩
士
の

減
俸
と
、
天
保
十
年
の
立
替
金
の
無
利
息
据
置
と
に
よ
つ
て
、
相
当
に
返
金
の
順
序
は
立
て
ら
れ
た
」
、
「
仕
法
の
進
行
は
一
時
頓
挫
し
た
。

爾
後
幾
多
の
接
衝
を
重
ね
て
、
嘉
永
三
年
に
至
つ
て
、
藩
士
は
一
ヶ
年
の
給
与
を
辞
し
て
、
厚
き
決
意
を
示
し
」
、
「
藩
士
の
俸
禄
二
割
八
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分
減
の
還
元
に
よ
つ
て
、
年
々
の
利
払
償
還
高
僅
に
七
八
百
両
に
減
額
し
た
」
と
あ
る
よ
う
に

）
42
（

、
家
臣
の
減
俸
や
給
与
返
上
は
仕
法
開
始

か
ら
十
年
以
上
経
過
し
て
も
行
わ
れ
て
い
た
。

　

天
保
十
四
年
（
一
八
四
三
）
に
は
、
四
文
ず
つ
資
金
を
積
み
立
て
、
記
名
投
票
に
よ
っ
て
メ
ン
バ
ー
内
か
ら
選
出
し
た
困
窮
者
に
無
利

子
で
金
を
貸
す
報
徳
信
友
搆
と
い
う
結
社
が
藩
士
に
よ
っ
て
結
成
さ
れ
て
い
る
。
奥
山
小
一
兵
衛
と
幼
名
斧
太
郎
を
名
乗
っ
て
い
た
若
き

日
の
金
剛
も
メ
ン
バ
ー
に
名
を
連
ね
て
初
回
か
ら
積
立
金
を
出
資
し
て
い
た
が

）
43
（

、
下
館
藩
家
臣
最
高
位
に
い
た
家
老
の
牧
志
摩
で
さ
え
も

貸
附
人
に
選
ば
れ
る
こ
と
が
あ
り

）
44
（

、
小
一
兵
衛
も
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
に
七
両
七
ヶ
年
の
無
利
息
金
貸
附
人
に
選
ば
れ

）
45
（

、
金
剛
も
奥

山
勘
解
由
と
し
て
嘉
永
三
年
（
一
九
五
〇
）
に
七
両
七
ヶ
年
、
安
政
元
年
（
一
九
五
四
）
に
五
両
五
ヶ
年
の
無
利
息
金
貸
附
人
に
選
ば
れ

て
い
る

）
46
（

。
他
の
下
館
藩
家
臣
同
様
に
奥
山
家
も
決
し
て
生
活
に
余
裕
は
な
く
、
文
政
十
一
年
（
一
八
二
八
）
生
ま
れ
と
推
定
さ
れ
る
金
剛

に
至
っ
て
は
満
十
四
、
五
歳
か
ら
積
立
に
参
加
し
、
二
十
代
で
複
数
回
無
利
子
の
借
金
を
し
返
済
に
追
わ
れ
る
状
態
で
あ
っ
た
。

　

尊
徳
の
仕
法
に
よ
り
下
館
藩
の
財
政
は
改
善
し
て
い
っ
た
が
、
本
章
冒
頭
で
掲
出
し
た
衣
笠
兵
太
夫
筆
二
宮
尊
徳
宛
書
簡
の
通
り
、
嘉

永
五
年
（
一
八
五
二
）
に
小
一
兵
衛
は
何
ら
か
の
不
行
跡
に
よ
り
年
寄
役
を
解
か
れ
て
隠
居
処
分
を
受
け
、
家
督
を
息
子
の
奥
山
勘
解
由

に
譲
っ
て
い
る
。
衣
笠
兵
太
夫
は
嘉
永
五
年
十
二
月
二
十
日
（
一
八
五
三
年
一
月
二
十
九
日
）
付
二
宮
尊
徳
宛
書
簡
で
も
、
「
扨
又
先
月
二

十
九
日
、
奥
山
小
一
兵
衛
儀
取
上
、
隠
居
被
申
付
、
家
督
之
儀
は
忰
勘
解
由
へ
無
相
違
被
申
付
候
、
（
中
略
）
右
は
去
る
戌
年
出
坂
之
節
、

役
柄
に
不
応
儀
有
之
趣
に
御
座
候

）
47
（

」
と
、
小
一
兵
衛
の
隠
居
に
触
れ
て
い
る
。
前
章
で
の
『
下
館
町
郷
土
史
』
掲
出
箇
所
に
小
一
兵
衛
は

嘉
永
七
年
（
一
八
五
四
）
没
と
あ
っ
た
が
、
『
大
武
鑑
』
嘉
永
七
年
（
一
八
五
四
）
版
で
は
家
老
牧
志
摩
に
次
い
で
年
寄
の
一
人
目
に
奥
山

小
一
兵
衛
の
名
が
あ
り

）
48
（

、
一
度
解
か
れ
た
年
寄
職
に
死
の
直
前
に
復
帰
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
だ
が
、
以
降
の
『
大
武
鑑
』
に
は
小
一

兵
衛
は
登
場
せ
ず
、
勘
解
由
は
安
政
六
年
（
一
八
五
九
）
版
）
『
大
武
鑑
』
や
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
版
で
も
定
府
家
老
と
し
て
掲
載
さ

れ
て
い
る
が

）
49
（

、
明
治
元
年
（
一
八
六
八
）
版
で
は
役
職
は
用
人
で
あ
る

）
50
（

。
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文
政
十
一
年
（
一
八
二
八
）
生
ま
れ
と
推
定
さ
れ
る
奥
山
金
剛
は
尊
徳
が
下
館
藩
の
仕
法
を
承
諾
し
た
天
保
九
年
（
一
八
三
八
）
に
は

満
十
歳
ほ
ど
の
子
供
で
あ
っ
た
ば
か
り
か
、
成
長
期
に
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）
の
飢
饉
も
経
験
し
て
い
た
こ
と
に
な
り
、
贅
沢
な
子
供

時
代
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
小
一
兵
衛
、
金
剛
と
も
報
徳
信
友
搆
で
借
金
を
し
て
い
た
こ
と
は
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
。
旧

幕
時
代
の
奥
山
金
剛
は
父
・
小
一
兵
衛
の
跡
を
承
け
、
下
館
藩
家
臣
と
し
て
二
宮
尊
徳
の
指
導
下
で
藩
政
再
建
と
藩
士
の
互
助
に
協
力
し

て
い
た
。
女
流
俳
人
を
母
に
持
ち
漢
学
や
書
、
詩
な
ど
に
才
能
を
発
揮
し
た
金
剛
は
時
代
が
変
わ
っ
て
か
ら
篆
刻
家
と
し
て
名
を
上
げ
、

有
栖
川
宮
邸
に
出
入
り
し
た
り
各
地
を
旅
し
た
り
し
な
が
ら
印
を
彫
り
、
の
ん
び
り
し
た
余
生
を
送
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

麓
や
有
田
兎
毛
三
ら
金
剛
の
息
子
は
号
を
有
し
篆
刻
や
書
、
画
な
ど
を
得
意
と
し
て
は
い
た
が
、
麓
は
真
壁
郡
役
所
勤
務
、
兎
毛
三
は

医
師
と
そ
れ
ぞ
れ
真
面
目
な
職
に
就
い
て
い
た
。
金
剛
の
内
孫
で
豊
彦
の
従
兄
で
あ
る
奥
山
保
に
し
て
も
著
名
な
日
本
画
家
に
画
を
習
い

号
を
持
っ
て
い
た
が
職
業
画
家
に
は
な
ら
ず
、
図
案
を
教
え
る
教
員
と
し
て
大
阪
高
等
工
業
学
校
勤
務
を
し
た
後
に
三
越
呉
服
店
図
案
部

に
勤
務
し
て
い
る
。
若
い
頃
の
金
剛
も
金
剛
の
息
子
た
ち
も
孫
の
保
も
得
意
と
す
る
趣
味
と
は
別
に
生
計
を
立
て
る
手
段
と
し
て
の
職
を

持
っ
て
い
た
が
、
仕
事
と
趣
味
を
区
別
し
堅
実
な
生
活
を
選
ぶ
彼
等
の
姿
勢
は
、
下
館
藩
の
財
政
難
に
直
面
し
倹
約
を
余
儀
な
く
さ
れ
た

奥
山
小
一
兵
衛
や
奥
山
金
剛
の
経
験
に
基
づ
い
た
奥
山
家
の
方
針
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
金
剛
ら
奥
山
家
の
人
々
の
仕
事
と
趣
味
の
区

別
と
両
立
に
見
ら
れ
る
堅
実
性
を
考
え
る
と
、
東
京
帝
国
大
学
在
学
中
、
特
に
明
治
四
十
三
年
（
一
九
一
〇
）
に
は
非
常
に
多
く
の
歌
を

『
ス
バ
ル
』
と
『
明
星
』
に
発
表
し
た
豊
彦
が
、
大
正
元
年
（
一
九
一
二
）
十
月
の
東
京
帝
国
大
学
卒
業
年
以
降
は
ほ
と
ん
ど
歌
を
発
表
し

な
か
っ
た
こ
と
、
そ
の
一
方
で
作
歌
を
止
め
ず
生
涯
歌
を
作
り
続
け
い
つ
か
は
歌
集
刊
行
を
望
ん
で
い
た
ら
し
い
こ
と
も
納
得
が
い
く
。

漢
詩
や
篆
刻
を
得
意
と
し
て
い
た
奥
山
金
剛
は
時
代
が
変
わ
っ
て
新
し
い
世
に
な
る
ま
で
そ
れ
ら
を
仕
事
と
せ
ず
、
有
田
兎
毛
三
が
骨
董

蒐
集
や
俳
句
に
熱
中
す
る
も
そ
れ
ら
を
本
職
と
し
な
か
っ
た
の
と
同
様
、
豊
彦
に
と
っ
て
の
歌
も
一
生
情
熱
を
傾
け
る
対
象
で
は
あ
っ
た

が
家
計
を
支
え
る
た
め
の
仕
事
を
擲
っ
て
ま
で
熱
中
す
る
も
の
で
は
な
く
、
生
計
を
立
て
る
手
段
を
別
途
確
保
し
た
上
で
の
余
技
と
し
て
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認
識
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

　

豊
彦
遺
族
は
『
灯
』
と
題
さ
れ
た
明
治
四
十
四
年
（
一
九
一
一
）
一
月
に
始
ま
る
豊
彦
の
日
記
を
保
管
し
て
い
る
と
い
う
が
、
満
二
十

五
歳
の
誕
生
日
で
あ
る
同
年
二
月
二
十
日
に
は
、
明
治
四
十
一
年
（
一
九
〇
八
）
の
父
の
死
か
ら
数
年
経
ち
、
怠
惰
に
暮
ら
す
己
を
省
み

戸
主
と
し
て
家
を
支
え
て
い
く
こ
と
へ
の
決
意
が
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う

）
51
（

。
豊
彦
は
明
治
三
十
六
年
（
一
九
〇
三
）
九
月
第
三
高
等
学
校

に
入
学
し
て
寮
の
仲
間
と
雅
星
会
と
い
う
作
歌
会
を
結
成
し
て
歌
に
励
み
（
写
真
4
）
、
同
校
卒
業
を
数
ヶ
月
後
に
控
え
た
明
治
三
十
九
年

（
一
九
〇
六
）
春
に
東
京
新
詩
社
に
加
入
し
て
い
る
。
以
降
、
東
京
帝
国
大
学
在
学
中
に
は
藤
岡
長
和
ら
と
足
繁
く
与
謝
野
夫
妻
の
下
へ
通

い
、
明
治
四
十
三
年
（
一
九
一
〇
）
に
は
与
謝
野
夫
妻
ら
東
京
新
詩
社
の
仲
間
と
と
も
に
塩
原
へ
の
一
泊
旅
行
に
行
く
な
ど
、
学
業
よ
り

も
東
京
新
詩
社
で
の
交
流
や
活
動
に
熱
中
し
て
い
た

）
52
（

。
戸
主
で
あ
っ
た
典
瑞
の
死
に
伴

い
明
治
四
十
一
年
（
一
九
〇
八
）
に
家
督
を
相
続
し
、
東
京
帝
国
大
学
最
終
学
年
を
迎

え
る
に
際
し
て
一
時
的
な
享
楽
を
求
め
己
の
愉
悦
を
第
一
と
す
る
生
活
を
自
省
し
、
戸

主
と
し
て
田
村
家
の
生
活
を
支
え
て
い
く
べ
き
己
の
立
場
を
熟
慮
し
た
結
果
が
、
東
京

帝
国
大
学
卒
業
以
降
の
歌
の
発
表
の
急
減
で
あ
っ
た
と
結
論
付
け
た
い
。

　

冒
頭
で
豊
彦
と
同
時
期
に
東
京
新
詩
社
に
出
入
り
し
て
い
た
豊
彦
と
同
一
生
年
月
日

の
石
川
啄
木
の
名
を
挙
げ
た
が
、
富
裕
な
名
家
に
生
ま
れ
実
の
両
親
と
良
好
な
関
係
で

育
ち
、
金
銭
的
に
余
裕
が
あ
り
与
謝
野
晶
子
に
よ
る
金
策
目
的
の
来
訪
を
し
ば
し
ば
受

け
た
と
遺
族
に
伝
わ
る
田
村
黄
昏
、
私
生
児
と
し
て
生
ま
れ
他
人
に
金
品
を
融
通
し
て

も
ら
う
こ
と
が
当
然
の
家
庭
で
育
ち
本
人
も
無
計
画
な
借
金
を
繰
り
返
し
ル
ー
ズ
な
金

銭
感
覚
で
周
囲
を
困
ら
せ
た
石
川
啄
木
、
生
年
月
日
を
同
じ
く
す
る
二
者
の
対
照
性
が

写真 4（遺族提供。雅星会結成から約半年後、

明治 37・1904年 3月 6日撮影。後列左から二
番目が豊彦。）
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彼
等
の
歌
や
東
京
新
詩
社
で
の
活
動
で
い
か
に
反
映
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
遺
族
宅
に
残
る
豊
彦
宛
与
謝
野
夫
妻
の
書
簡
の
検
証
、

豊
彦
の
歌
風
変
遷
の
検
証
と
併
せ
て
今
後
の
研
究
課
題
の
一
つ
で
あ
る
。

　
　
　
　

お
わ
り
に

　

明
治
末
期
、
与
謝
野
寛
率
い
る
東
京
新
詩
社
の
若
手
歌
人
と
し
て
『
明
星
』
、
『
ス
バ
ル
』
に
多
く
の
歌
を
発
表
し
た
田
村
黄
昏
、
本
名

豊
彦
の
父
親
で
あ
る
田
村
典
瑞
、
母
方
従
兄
の
奥
山
保
、
母
方
叔
父
の
有
田
兎
毛
三
、
母
方
祖
父
の
奥
山
金
剛
と
金
剛
の
母
で
豊
彦
の
母

方
曽
祖
母
で
あ
る
女
流
俳
人
の
李
郷
、
さ
ら
に
は
母
方
曾
祖
父
の
奥
山
小
一
兵
衛
に
つ
い
て
、
前
稿
と
本
稿
で
豊
彦
と
の
血
縁
関
係
を
明

ら
か
に
し
つ
つ
説
明
し
て
き
た
。
豊
彦
の
父
・
典
瑞
は
農
商
務
省
官
吏
と
し
て
、
化
学
者
と
し
て
、
教
育
者
と
し
て
活
動
す
る
一
方
で
骨

董
品
に
関
心
を
抱
い
て
い
た
が
、
豊
彦
の
母
・
つ
祢
の
実
家
で
あ
る
奥
山
家
の
親
族
に
も
骨
董
に
関
心
を
持
つ
者
や
篆
刻
や
詩
歌
、
絵
画
、

書
に
秀
で
た
者
が
複
数
い
た
。

　

豊
彦
の
母
方
親
族
の
う
ち
、
本
業
を
医
師
と
し
た
豊
彦
の
叔
父
・
有
田
兎
毛
三
は
豊
彦
誕
生
の
明
治
十
九
年
（
一
八
八
六
）
を
挟
む
明

治
十
七
年
（
一
八
八
四
）
か
ら
明
治
二
十
年
（
一
八
八
七
）
ま
で
鹿
児
島
医
学
校
で
学
ん
で
お
り
、
出
生
直
後
の
豊
彦
の
最
も
身
近
に
い

た
親
族
で
あ
っ
た
。
義
兄
で
あ
る
典
瑞
が
鹿
児
島
医
学
校
の
教
員
を
務
め
て
い
た
こ
と
か
ら
同
校
へ
進
学
し
た
と
思
し
き
兎
毛
三
で
あ
る

が
、
骨
董
品
を
持
ち
寄
り
鑑
賞
し
て
造
詣
を
深
め
る
集
古
会
の
会
員
と
し
て
活
動
し
、
紫
峰
と
い
う
号
で
篆
刻
や
俳
句
を
嗜
ん
で
も
い
た
。

典
瑞
方
に
寄
宿
し
て
い
た
こ
と
の
あ
る
豊
彦
の
従
兄
・
奥
山
保
は
東
京
美
術
学
校
出
身
、
複
数
の
画
家
に
師
事
し
古
研
と
い
う
号
も
持
ち

な
が
ら
本
業
は
図
案
家
で
あ
っ
た
し
、
保
の
父
、
豊
彦
の
伯
父
で
真
壁
郡
役
所
に
勤
務
し
た
麓
は
画
や
詩
書
の
心
得
が
あ
っ
た
だ
け
で
な

く
美
麗
な
文
字
で
歌
を
残
し
て
い
る
。
豊
彦
の
母
方
祖
父
で
あ
る
奥
山
金
剛
の
金
剛
は
号
と
し
て
名
乗
っ
て
い
た
も
の
で
、
多
才
な
金
剛

は
下
館
藩
で
家
老
を
務
め
る
傍
ら
幕
末
期
か
ら
多
く
の
人
々
に
漢
学
や
篆
刻
を
教
え
、
明
治
期
に
入
っ
て
か
ら
は
有
栖
川
宮
熾
仁
愛
用
の
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印
を
彫
る
な
ど
し
東
京
市
の
篆
刻
名
人
に
数
え
ら
れ
て
い
た
。
金
剛
の
母
で
下
館
藩
五
代
目
藩
主
石
川
総
般
の
娘
・
勇
は
李
郷
と
い
う
号

で
俳
句
を
詠
み
、
『
お
ら
が
春
』
に
も
一
句
収
め
ら
れ
て
い
る
。

　

藩
主
の
娘
を
母
方
曽
祖
母
と
し
家
老
を
母
方
曽
祖
父
、
祖
父
と
す
る
豊
彦
の
血
統
は
家
格
自
体
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
文
人
の
家
系
と
し

て
も
名
家
と
い
う
に
値
し
、
篆
刻
や
詩
歌
を
得
意
と
す
る
者
の
多
い
奥
山
家
親
族
と
の
交
流
を
通
し
て
ご
く
自
然
に
文
芸
や
芸
術
に
親
し

む
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
に
お
い
て
豊
彦
は
大
変
優
れ
た
環
境
で
育
っ
て
い
た
。
文
芸
や
伝
統
芸
術
に
対
す
る
豊
彦
の
関
心
は
奥
山
家

の
人
々
と
の
交
流
の
中
で
高
ま
っ
て
い
き
、
中
学
校
時
代
に
は
古
典
的
知
識
を
踏
ま
え
た
歌
を
詠
む
よ
う
に
な
り
、
第
三
高
等
学
校
時
代

に
は
浪
漫
主
義
を
掲
げ
る
東
京
新
詩
社
へ
加
入
す
る
ほ
ど
に
歌
へ
の
情
熱
が
強
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

奥
山
金
剛
の
父
で
あ
る
奥
山
小
一
兵
衛
は
下
館
藩
年
寄
ま
た
は
家
老
と
し
て
、
危
機
に
瀕
し
た
下
館
藩
の
財
政
難
か
ら
脱
却
す
べ
く
他

の
家
臣
ら
と
と
も
に
二
宮
尊
徳
の
指
導
に
よ
る
仕
法
を
実
践
し
て
い
た
。
藩
全
体
が
貧
困
に
喘
ぎ
、
下
館
藩
家
臣
団
の
中
で
も
高
位
の
家

老
で
あ
っ
た
小
一
兵
衛
も
勘
解
由
と
呼
ば
れ
て
い
た
若
き
日
の
金
剛
も
、
旧
幕
時
代
は
藩
の
た
め
に
俸
禄
返
上
を
し
た
り
無
利
子
と
は
い

え
借
金
を
し
た
り
と
決
し
て
楽
な
暮
ら
し
で
は
な
か
っ
た
。
金
剛
の
息
子
で
あ
る
麓
や
有
田
兎
毛
三
は
趣
味
に
か
ま
け
て
本
業
を
疎
か
に

す
る
こ
と
な
く
き
ち
ん
と
仕
事
を
続
け
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
生
計
を
立
て
る
手
段
と
趣
味
や
特
技
を
区
別
し
仕
事
と
両
立
す
る
堅
実

な
姿
勢
は
、
貧
苦
を
経
験
し
た
小
一
兵
衛
や
金
剛
の
教
訓
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

典
瑞
亡
き
後
の
豊
彦
は
、
戸
主
と
し
て
一
家
を
支
え
る
べ
き
立
場
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
す
る
一
方
で
、
学
業
を
疎
か
に
し
怠
惰
な
暮
ら

し
を
送
っ
て
い
る
こ
と
に
苦
悩
し
て
い
た
形
跡
が
あ
る
。
東
京
帝
国
大
学
卒
業
の
明
治
四
十
五
・
大
正
元
年
（
一
九
一
二
）
を
境
に
東
京

新
詩
社
で
の
派
手
な
遊
興
を
伴
う
生
活
か
ら
は
徐
々
に
遠
ざ
か
り
歌
の
発
表
も
激
減
し
た
の
は
、
い
つ
ま
で
も
趣
味
に
ば
か
り
熱
中
し
て

い
ら
れ
な
い
境
遇
を
弁
え
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
父
・
典
瑞
だ
け
で
な
く
麓
、
兎
毛
三
ら
奥
山
家
親
族
が
仕
事

の
忙
し
さ
を
理
由
に
骨
董
や
文
芸
を
止
め
な
か
っ
た
よ
う
に
豊
彦
も
仕
事
を
理
由
に
作
歌
を
止
め
る
こ
と
は
な
く
、
生
涯
詠
み
続
け
た
多
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数
の
歌
が
現
在
も
遺
族
宅
に
眠
っ
て
い
る
。

　

な
お
、
本
稿
の
最
後
に
前
稿
と
本
稿
で
説
明
し
て
き
た
田
村
黄
昏
の
家
族
と
母
方
奥
山
家
の
関
係
を
示
し
た
家
系
図
（
図
1
）
を
添
付

し
て
い
る
の
で
、
参
考
に
さ
れ
た
い
。

注（
1
） 

下
館
町
郷
土
史
調
査
会
編
『
下
館
町
郷
土
史
』
（
昭
和
十
五
年
〈
一
九
四
〇
〉
二
月
・
下
館
町
役
場
）
七
八
頁
よ
り
引
用
。

（
2
） 

山
本
静
古
編
『
懐
旧
集
』
（
大
正
十
三
年
〈
一
九
二
四
〉
六
月
・
真
野
村
教
育
会
）
五
頁
よ
り
引
用
。
同
書
四
六
頁
で
は
、
奥
山
金
剛
に
よ
る
七
言
絶

句
「
拝
真
野
山
陵
」
、
五
言
絶
句
「
抱
石
梅
」
、
七
言
絶
句
「
恋
浦
口
上
」
の
計
三
首
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（
3
） 『
集
古
会
誌
』
甲
寅
第
四
号
（
大
正
五
年
〈
一
九
一
六
〉
七
月
・
集
古
会
）
六
丁
裏
、
七
丁
表
よ
り
引
用
。

（
4
） 

奥
山
金
剛
の
没
年
は
、
本
文
掲
『
常
総
古
今
の
学
と
術
と
人
』
七
九
頁
に
は
「
明
治
に
至
り
て
四
方
に
周
遊
せ
り
明
治
十
七
年
没
す
」
と
あ
る
が
、

本
文
掲
『
互
尊
翁
』
四
二
〇
頁
で
は
明
治
十
八
年
（
一
八
八
五
）
か
ら
同
十
九
年
（
一
八
八
六
）
長
岡
に
滞
在
し
て
印
を
彫
っ
た
と
あ
り
、
磯
ケ
谷

紫
江
『
墓
碑
史
蹟
研
究
』
第
七
巻
（
昭
和
五
年
〈
一
九
三
〇
〉
三
月
・
後
苑
荘
）
所
収
「
故
芸
苑
諸
名
家
碑　

―
亀
戸
天
満
宮
境
内
―
」
八
八
八
頁

の
明
治
二
十
二
年
（
一
八
八
九
）
物
故
者
の
中
に
、
奥
山
金
剛
の
名
が
あ
る
。

（
5
） 

飯
沼
務
編
『
甲
信
越
写
真
全
集
』
（
昭
和
六
年
〈
一
九
三
一
〉
三
月
・
文
龍
館
、
甲
信
越
写
真
全
集
刊
行
会
）
二
二
七
頁
よ
り
引
用
。
本
文
掲
出
箇
所

に
「
成
島
柳
北
の
友
人
で
あ
る
奥
山
金
剛
」
と
あ
る
が
、
雑
司
ヶ
谷
霊
園
に
あ
る
豊
彦
の
墓
は
成
島
柳
北
の
墓
の
す
ぐ
近
く
で
あ
る
。

（
6
） 

注
（
1
）
に
同
じ
。

（
7
） 

下
館
市
史
編
纂
委
員
会
編
『
下
館
市
史
』
上
巻
（
昭
和
四
十
三
年
〈
一
八
九
八
〉
九
月
・
大
和
学
芸
図
書
）
五
一
一
頁
よ
り
引
用
。

（
8
） 

山
中
啓
一
『
上
毛
近
世
百
傑
伝
』
上
（
明
治
二
十
四
年
〈
一
八
九
一
〉
十
二
月
・
山
中
啓
一
刊
）
二
六
一
頁
よ
り
引
用
。

（
9
） 

西
村
文
則
『
飯
村
丈
三
郎
伝
』
（
昭
和
八
年
〈
一
九
三
三
〉
十
月
・
昭
文
堂
）
一
五
七
頁
参
照
、
引
用
。
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（
10
） 

日
本
互
尊
社
編
『
互
尊
翁
』
（
昭
和
十
二
年
〈
一
九
三
七
〉
十
二
月
・
日
本
互
尊
社
）
四
二
〇
頁
参
照
、
引
用
。

（
11
） 
岡
村
清
吉
編
『
東
京
名
家
独
案
内
』
（
明
治
二
十
三
年
〈
一
九
八
〇
〉
四
月
・
上
田
屋
、
中
外
堂
、
明
善
閣
）
十
二
頁
よ
り
引
用
。

（
12
） 
関
義
城
『
江
戸
明
治　

紙
屋
と
そ
の
広
告
図
集
』
続
編
（
昭
和
四
十
四
年
〈
一
九
六
九
〉
十
月
・
関
義
城
著
、
刊
）
一
四
四
頁
参
照
、
引
用
。

（
13
） 『
熾
仁
親
王
日
記
』
巻
三
（
昭
和
十
年
〈
一
九
三
五
〉
七
月
・
高
松
宮
蔵
版
）
六
九
頁
、
八
〇
頁
、
二
一
二
頁
よ
り
引
用
。

（
14
） 

髙
松
宮
家
編
『
熾
仁
親
王
行
実
』
巻
下
（
昭
和
四
年
〈
一
九
二
九
〉
八
月
・
高
松
宮
蔵
版
）
四
四
九
頁
よ
り
引
用
。

（
15
） 

前
掲
注
（
1
）
同
書
九
八
頁
よ
り
引
用
。

（
16
） 

前
掲
注
（
7
）
同
書
五
八
六
頁
、
五
九
七
頁
よ
り
引
用
。

（
17
） 

前
掲
注
（
1
）
同
書
一
四
七
頁
よ
り
引
用
。

（
18
） 

女
子
学
習
院
編
『
女
流
著
作
解
題
』
（
昭
和
十
四
年
〈
一
九
三
九
〉
十
一
月
・
女
子
学
習
院
） 

四
四
六
頁
よ
り
引
用
。

（
19
） 

北
川
舜
治
編
『
日
本
藩
史
』
巻
之
八
（
明
治
十
七
年
〈
一
八
八
四
〉
四
月
・
沢
宗
治
郎
、
田
中
治
兵
衛
、
岡
島
真
七
他
刊
）
一
八
七
～
一
八
八
頁
に

「
養
牧
野
忠
精
次
子
忠
朝
為
嗣
、
改
名
総
親
、
享
和
二
年
十
月
、
総
般
卒
、
十
二
月
総
親
襲
封
、
（
中
略
）
文
化
五
年
十
月
卒
、
無
子
以
義
父
総
般
子

総
承
為
嗣
、
十
二
月
襲
封
、
（
中
略
）
天
保
七
年
十
二
月
、
致
仕
、
長
子
総
珍
襲
封
（
中
略
）
改
名
総
貨
」
と
あ
る
よ
う
に
李
郷
の
父
・
総
般
は
享
和

二
年
（
一
八
〇
二
）
に
亡
く
な
り
養
子
の
総
親
が
家
督
を
継
ぎ
、
文
化
五
年
（
一
八
〇
八
）
に
は
総
親
が
死
去
し
て
寛
政
八
年
（
一
八
九
七
）
十
二

月
生
ま
れ
の
養
子
の
総
承
が
家
督
を
継
ぎ
、
天
保
七
年
（
一
八
三
七
）
十
二
月
に
隠
居
す
る
ま
で
第
七
代
下
館
藩
主
を
務
め
て
い
た
。
つ
ま
り
、
金

剛
が
生
ま
れ
た
時
点
で
の
李
郷
の
立
場
は
先
々
代
で
あ
る
第
五
代
下
館
藩
主
の
娘
で
あ
り
当
代
下
館
藩
主
の
妹
で
あ
っ
た
。

（
20
） 

佐
々
井
信
太
郎
編
集
委
員
代
表
『
二
宮
尊
徳
全
集
』
第
九
巻　

書
翰
四
（
昭
和
五
年
〈
一
九
三
〇
〉
十
月
・
二
宮
尊
徳
偉
業
宣
揚
会
）
一
〇
四
六
頁

参
照
、
引
用
。

（
21
） 

前
掲
注
（
20
）
同
書
六
一
三
頁
、
六
七
五
頁
の
安
政
元
年
四
月
十
四
日
（
一
八
五
四
年
五
月
十
日
）
付
衣
笠
兵
太
夫
筆
書
簡
、
同
書
七
九
五
頁
の
安

政
二
年
十
一
月
十
四
日
（
一
八
五
五
年
十
二
月
二
十
二
日
）
付
二
宮
弥
太
郎
筆
書
簡
、
同
書
八
九
一
頁
の
安
政
三
年
十
月
二
十
四
日
（
一
八
五
六
年

十
一
月
二
十
一
日
）
付
二
宮
弥
太
郎
筆
書
簡
な
ど
で
は
勘
ケ
由
表
記
で
あ
る
。
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（
22
） 

橋
本
博
編
『
大
武
鑑
』
巻
三
（
昭
和
十
年
〈
一
九
三
五
〉
六
月
・
大
洽
社
）
を
参
照
す
る
と
、
奥
山
小
一
兵
衛
、
も
し
く
は
奥
山
小
市
兵
衛
と
い
う

人
物
は
、
『
大
武
鑑
』
宝
永
二
年
（
一
七
〇
五
）
版
・
二
三
頁
、
宝
永
五
年
（
一
七
〇
八
）
版
・
二
三
頁
で
は
数
野
甚
五
兵
衛
に
続
き
、
宝
永
七
年

（
一
七
一
〇
）
版
・
二
四
頁
に
も
牧
甚
五
兵
衛
に
続
く
石
川
近
江
守
総
茂
の
家
臣
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
数
野
甚
五
兵
衛
は
宝
永
七
年
（
一
七
一

〇
）
版
で
は
牧
甚
五
兵
衛
と
な
っ
て
い
る
が
、
奥
山
小
一
兵
衛
は
奥
山
金
剛
の
、
牧
甚
五
兵
衛
は
家
老
・
牧
志
摩
の
先
祖
で
あ
ろ
う
。
注
（
７
）
掲

『
下
館
市
史
』
三
七
二
頁
に
よ
る
と
、
石
川
総
茂
は
「
享
保
十
七
年
（
一
七
三
三
）
三
月
一
日
伊
勢
国
の
領
地
を
改
め
ら
れ
、
常
陸
国
真
壁
郡
、
河
内

国
石
川
郡
の
う
ち
に
移
封
さ
れ
三
千
石
を
加
増
さ
れ
て
、
計
二
万
石
を
も
っ
て
下
館
藩
主
と
な
っ
た
」
と
い
う
。
宝
永
年
間
の
『
大
武
鑑
』
に
見
え

る
奥
山
小
一
兵
衛
は
、
下
館
藩
で
家
老
職
を
務
め
た
牧
家
の
先
祖
と
と
も
に
石
川
総
茂
に
従
い
伊
勢
神
戸
藩
か
ら
下
館
に
移
り
、
総
茂
が
初
代
藩
主

と
な
っ
た
常
陸
下
館
藩
の
要
職
に
就
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
享
保
十
七
年
（
一
七
三
三
）
に
伊
勢
国
か
ら
や
っ
て
き
た
奥
山
小
一
兵
衛
が
、

文
政
十
一
年
（
一
八
二
八
）
生
ま
れ
と
推
測
さ
れ
る
奥
山
金
剛
の
父
親
で
あ
る
奥
山
小
一
兵
衛
と
同
一
人
物
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
。
代
々
の
奥

山
家
当
主
に
小
一
兵
衛
を
名
乗
る
者
が
複
数
い
た
と
考
え
ら
れ
、
伊
勢
か
ら
下
館
に
や
っ
て
き
た
奥
山
小
一
兵
衛
は
奥
山
金
剛
や
そ
の
父
・
奥
山
小

一
兵
衛
の
何
代
か
前
の
先
祖
で
あ
ろ
う
。

（
23
） 

山
岡
鉄
舟
筆
奥
山
金
剛
宛
書
簡
に
豊
彦
が
手
製
の
包
み
紙
に
「
山
岡
鉄
舟
／
宛
名
奥
山
は
小
生
母
方
祖
父
」
と
い
う
上
書
き
を
施
し
た
も
の
が
遺
族

宅
に
保
管
さ
れ
て
い
る
。

（
24
） 

早
稲
田
大
学
坪
内
博
士
記
念
演
劇
博
物
館
編
『
演
劇
研
究
』
第
十
八
号
（
平
成
七
年
〈
一
九
九
五
〉
三
月
・
早
稲
田
大
学
坪
内
博
士
記
念
演
劇
博
物

館
）
一
四
六
頁
掲
載
の
三
村
竹
清
日
記
『
不
秋
草
堂
日
暦
』
に
、
「
朝
市
ヶ
谷
谷
町
に
道
具
や
へ
行
き
て
兎
の
手
焙
を
も
と
む
（
中
略
）
去
春
有
田
兎

毛
三
氏
集
古
会
へ
出
品
さ
れ
し
も
の
と
同
物
也　

同
氏
之
祖
父
駕
篭
の
中
へ
も
つ
も
の
ニ
し
た
る
に
て
（
下
略
）
」
と
あ
る
。
兎
毛
三
の
実
家
奥
山
家

の
祖
父
と
明
記
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
養
家
有
田
家
の
祖
父
で
あ
る
可
能
性
も
否
定
は
で
き
な
い
が
、
「
駕
篭
の
中
へ
も
つ
も
の
」
と
あ
る
こ
と

か
ら
、
家
老
で
あ
っ
た
奥
山
小
一
兵
衛
が
駕
篭
内
で
使
用
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

（
25
） 『
集
古
』
辛
酉
第
五
号
（
大
正
十
年
〈
一
九
二
一
〉
十
月
・
集
古
会
）
八
丁
表
の
「
第
一
百
三
十
四
回
集
古
会
記
事
」
を
見
る
と
、
有
田
兎
毛
三
は
曾

祖
父
に
あ
た
る
石
川
総
般
の
手
跡
で
あ
る
「
石
川
総
般
草
書
飲
中
八
僊
歌
」
の
ほ
か
、
「
石
川
主
殿
頭
総
安
自
筆
由
緒
書
」
な
ど
、
奥
山
家
主
家
で
あ
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る
下
館
藩
主
石
川
家
関
連
の
資
料
を
第
百
三
十
四
回
集
古
会
に
出
品
し
て
い
る
。

（
26
） 
小
林
一
茶
『
お
ら
が
春
』
（
嘉
永
五
年
〈
一
八
五
二
〉
・
信
陽
弓
明
庵
）
所
収
「
脇
起
誹
諧
連
歌
」
四
丁
裏
参
照
、
引
用
。
李
郷
の
句
の
一
つ
前
に
は

常
陸
の
紫
山
と
い
う
人
物
の
句
、
李
郷
の
次
に
は
上
毛
の
分
尾
と
い
う
人
物
の
句
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

（
27
） 

中
学
校
二
年
生
の
夏
、
明
治
三
十
二
年
（
一
八
九
九
）
七
月
三
十
日
か
ら
同
年
八
月
十
一
日
ま
で
香
川
か
ら
広
島
、
岡
山
を
旅
し
た
時
に
記
し
た
『
四

国
中
国
旅
行
日
誌
』
や
、
「
秋
夜
故
郷
を
思
ふ
の
記
」
と
題
し
た
明
治
三
十
四
年
（
一
九
〇
一
）
、
中
学
校
四
年
生
時
の
作
文
が
遺
族
宅
に
保
管
さ
れ

て
い
る
。

（
28
） 

表
に
十
折
名
義
の
俳
句
、
裏
に
田
村
徹
の
名
が
記
さ
れ
た
短
冊
が
豊
彦
遺
族
宅
に
あ
る
。
邨
田
聴
泉
『
聴
泉
古
稀
集
』
（
昭
和
十
五
年
〈
一
九
四
〇
〉

九
月
・
村
田
六
太
夫
刊
）
一
四
五
頁
で
は
、
昭
和
三
年
（
一
九
二
九
）
五
月
六
日
に
開
催
さ
れ
た
和
歌
俳
句
の
雅
会
参
加
者
の
一
人
と
し
て
柏
崎
女

学
校
の
田
村
十
折
の
名
が
挙
が
っ
て
い
る
。

（
29
） 

前
掲
注
（
20
）
同
書
二
五
三
頁
参
照
、
引
用
。

（
30
） 

注
（
19
）
の
通
り
総
承
の
父
親
は
総
般
で
あ
る
か
ら
、
総
承
の
実
子
で
あ
る
第
八
代
下
館
藩
主
石
川
総
貨
は
李
郷
の
甥
に
あ
た
る
。

（
31
） 

前
掲
注
（
1
）
同
書
六
二
頁
よ
り
引
用
。

（
32
） 

前
掲
注
（
1
）
同
書
七
四
頁
よ
り
引
用
。

（
33
） 

注
（
32
）
に
同
じ
。

（
34
） 

橋
本
博
編
『
大
武
鑑
』
巻
八
（
昭
和
十
一
年
〈
一
九
三
六
〉
六
月
・
大
洽
社
）
天
保
十
四
年
（
一
八
四
三
）
版
・
十
二
頁
、
天
保
十
五
年
（
一
八
四

四
）
版
・
八
頁
参
照
。

（
35
） 

佐
々
井
信
太
郎
編
集
委
員
代
表
『
二
宮
尊
徳
全
集
』
第
五
巻
（
昭
和
三
年
〈
一
九
二
八
〉
八
月
・
二
宮
尊
徳
偉
業
宣
揚
会
）
二
〇
〇
頁
参
照
、
引
用
。

（
36
） 

井
口
丑
二
、
佐
々
井
信
太
郎
編
集
委
員
代
表
『
二
宮
尊
徳
全
集
』
第
三
巻
（
昭
和
二
年
〈
一
九
二
七
〉
九
月
・
二
宮
尊
徳
偉
業
宣
揚
会
）
五
九
一
頁

参
照
、
引
用
。

（
37
） 

前
掲
注
（
36
）
同
書
六
〇
一
頁
よ
り
引
用
。



篆
刻
家
奥
山
金
剛
と
女
流
俳
人
李
郷
、
下
館
藩
家
老
奥
山
小
一
兵
衛

53

（
38
） 

前
掲
注
（
36
）
同
書
六
二
二
頁
よ
り
引
用
。

（
39
） 
前
掲
注
（
36
）
同
書
巻
頭
の
凡
例
に
、
「
原
文
の
文
字
の
使
用
例
、
極
め
て
自
在
に
し
て
、
敬
、
啓
、
慶
。
右
衛
門
、
左
衛
門
。
造
、
蔵
。
治
、
次
。

等
の
混
用
は
普
通
で
あ
つ
て
、
弥
勒
寺
を
見
六
寺
、
谷
貝
を
谷
外
の
類
、
随
所
に
現
は
れ
た
が
、
大
な
る
故
障
の
な
い
限
り
原
文
尊
重
の
事
と
し
た
」

と
あ
り
、
小
一
兵
衛
の
名
の
多
様
な
表
記
も
さ
ほ
ど
意
味
が
な
く
な
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
40
） 

佐
々
井
信
太
郎
編
集
委
員
代
表
『
二
宮
尊
徳
全
集
』
第
六
巻
（
昭
和
四
年
〈
一
九
二
九
〉
五
月
・
二
宮
尊
徳
偉
業
宣
揚
会
）
に
天
保
九
年
（
一
八
三

八
）
分
と
し
て
四
一
三
～
四
一
四
頁
に
収
録
さ
れ
て
い
る
十
一
月
八
日
（
一
九
三
八
年
十
二
月
二
十
四
日
）
付
奥
山
小
一
兵
衛
筆
書
簡
に
は
、
「
然
ば

先
日
は
参
上
仕
候
処
、
種
々
御
教
諭
被
下
置
、
難
有
奉
存
候
」
、
「
則
牧
甚
五
大
夫
今
日
参
上
仕
候
、
何
分
に
も
御
趣
法
御
世
話
御
引
請
之
儀
、
偏
に

御
頼
申
上
候
」
と
あ
り
、
下
館
藩
の
仕
法
を
引
き
受
け
た
尊
徳
へ
礼
を
認
め
て
い
る
。

（
41
） 

中
里
介
山
編
著
『
二
宮
尊
徳
言
行
録
』
（
明
治
四
十
年
〈
一
九
〇
七
〉
九
月
・
内
外
出
版
協
会
）
一
〇
〇
～
一
〇
二
頁
よ
り
引
用
。

（
42
） 

佐
々
井
信
太
郎
編
集
委
員
代
表
『
二
宮
尊
徳
全
集
』
第
二
十
五
巻
・
仕
法
下
館
領
（
昭
和
五
年
〈
一
九
三
〇
〉
二
月
・
二
宮
尊
徳
偉
業
宣
揚
会
）
「
解

題
」
二
～
三
頁
参
照
、
引
用
。

（
43
） 

佐
々
井
信
太
郎
編
集
委
員
代
表
『
二
宮
尊
徳
全
集
』
第
二
十
六
巻
・
仕
法
下
館
領
二
、
諸
州
諸
家
一
（
昭
和
五
年
〈
一
九
三
〇
〉
二
月
・
二
宮
尊
徳

偉
業
宣
揚
会
）
を
参
照
す
る
と
、
報
徳
信
友
搆
初
回
積
立
金
名
簿
で
あ
る
天
保
十
四
年
（
一
八
四
三
）
報
徳
信
友
助
成
銭
日
掛
名
前
帳
に
は
、
奥
山

小
一
兵
衛
の
次
に
「
同
斧
太
郎
」
と
い
う
人
物
の
名
が
記
さ
れ
、
以
降
度
々
積
立
金
出
資
者
や
貸
附
人
投
票
者
に
名
を
連
ね
て
い
る
が
、
嘉
永
元
年

（
一
八
四
八
）
十
二
月
の
「
報
徳
信
友
助
成
金
取
調
帳
」
に
登
場
し
て
以
降
、
嘉
永
二
年
（
一
八
四
九
）
十
二
月
の
報
徳
信
友
助
成
金
取
調
帳
に
お
い

て
奥
山
勘
解
由
の
名
が
奥
山
小
一
兵
衛
の
次
に
記
さ
れ
初
登
場
す
る
の
と
入
れ
違
い
に
、
奥
山
斧
太
郎
の
名
は
一
切
出
て
こ
な
く
な
る
。
嘉
永
二
年

（
一
八
四
九
）
、
奥
山
金
剛
は
満
二
十
歳
か
二
十
一
歳
で
元
服
し
て
斧
太
郎
の
名
を
改
め
、
勘
解
由
と
名
乗
る
よ
う
に
な
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

（
44
） 

前
掲
注
（
43
）
同
書
二
〇
七
頁
掲
載
の
弘
化
元
年
（
一
八
四
五
）
十
二
月
「
報
徳
信
友
助
成
金
貸
附
人
撰
帳
」
を
参
照
す
る
と
、
牧
志
摩
は
三
番
目

に
多
い
五
人
の
票
を
集
め
て
貸
附
人
に
選
出
さ
れ
て
い
る
。

（
45
） 

前
掲
注
（
43
）
同
書
二
一
四
頁
参
照
。
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（
46
） 

前
掲
注
（
43
）
同
書
二
五
一
頁
、
二
七
四
頁
参
照
。

（
47
） 
前
掲
注
（
20
）
同
書
二
七
九
頁
参
照
、
引
用
。

（
48
） 
橋
本
博
編
『
大
武
鑑
』
巻
九
（
昭
和
十
一
年
〈
一
九
三
六
〉
七
月
・
大
洽
社
）
嘉
永
七
年
（
一
八
五
四
）
版
・
一
六
頁
参
照
。

（
49
） 

前
掲
注
（
48
）
同
書
『
大
武
鑑
』
巻
九
、
安
政
六
年
（
一
八
五
九
）
版
・
一
四
頁
、
橋
本
博
編
『
大
武
鑑
』
巻
十
一
（
昭
和
十
一
年
〈
一
九
三
六
〉

十
月
・
大
洽
社
）
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
版
・
一
三
頁
参
照
。
い
ず
れ
も
勘
ケ
由
表
記
で
あ
る
。
千
早
赤
阪
村
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
千
早
赤
阪

村
誌　

資
料
編
』
（
昭
和
五
十
一
年
〈
一
九
七
六
〉
三
月
・
千
早
赤
阪
村
役
場
）
三
六
六
頁
掲
載
、
安
政
四
年
（
一
八
五
七
）
四
月
「
下
館
江
府
河
内

惣
御
家
中
席
順
帳
」
に
は
家
老
牧
乾
以
下
年
寄
の
三
人
目
に
奥
山
勘
解
由
の
名
が
あ
り
石
高
は
牧
乾
の
高
五
百
石
に
次
ぐ
高
二
百
三
十
石
と
記
さ
れ
、

下
館
藩
家
臣
団
第
二
位
の
俸
禄
で
あ
っ
た
。

（
50
） 

前
掲
注
（
49
）
同
書
『
大
武
鑑
』
巻
十
一
、
明
治
元
年
（
一
八
六
八
）
版
・
一
四
頁
参
照
。
勘
ケ
由
表
記
で
あ
る
。

（
51
） 

内
容
の
参
照
や
引
用
は
、
所
蔵
し
て
い
る
遺
族
の
承
諾
が
得
ら
れ
て
い
な
い
た
め
行
っ
て
い
な
い
。

（
52
） 

令
和
五
年
（
二
〇
二
三
）
九
月
京
都
女
子
大
学
国
文
学
会
『
女
子
大
国
文
』
第
百
七
十
三
号
・
一
二
四
～
一
四
九
頁
掲
載
の
拙
稿
「
与
謝
野
門
下
新

詩
社
歌
人
・
田
村
黄
昏
に
つ
い
て　

―
略
年
譜
の
作
成
、
田
村
黄
昏
な
ら
び
に
与
謝
野
寛
未
発
表
歌
の
紹
介
―
」
、
令
和
五
年
（
二
〇
二
三
）
九
月
京

都
大
学
文
学
部
国
語
学
国
文
学
研
究
室
編
『
京
都
大
学
国
文
学
論
叢
』
第
四
十
九
号
・
七
三
頁
～
八
五
頁
掲
載
の
拙
稿
「
与
謝
野
門
下
新
詩
社
男
性

歌
人
に
よ
る
愛
児
の
歌　

―
田
村
黄
昏
、
万
造
寺
斉
の
歌
集
か
ら
―
」
で
詳
述
し
て
い
る
。

〔
付
記
〕

引
用
文
は
現
行
の
字
体
を
用
い
、
斜
線
で
改
行
を
表
し
、
適
宜
ル
ビ
を
省
き
明
ら
か
な
誤
り
は
改
め
た
。
豊
彦
の
遺
品
や
短
冊
、
戸
籍

謄
本
を
提
供
し
協
力
し
て
く
だ
さ
っ
た
豊
彦
の
遺
族
に
は
こ
の
場
を
借
り
て
改
め
て
深
く
感
謝
申
し
上
げ
る
。
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（
み
や
も
と
わ
か
こ
・
京
都
女
子
大
学
非
常
勤
講
師
）

肥
　
長
男
　
明
治

年

月

日
　

歳
没

保

古
研
　

明
治

年

月

日
生
　

三
越
呉
服
店
図
案
部

女

女

奥
山
勘
解
由
毅

金
剛
　

幼
名

斧
太
郎
　
字

士
遠
　

文
政

年

明
治

年
　

下
館
藩
家
老

篆
刻
家

三
保

下
館
藩
第
五
代
藩
主
石
川
総
般
　

宝
暦

年

享
和

年

月

日

年

月

日

奥
山
小
一
兵
衛
政
懿

楽
斎
　

嘉
永

年
没
　

下
館
藩
家
老

勇

李
郷
　

寛
政

年

文
久

年
正
月

日

年

月

日

女
流
俳
人

凡
例号

後

記

生
没
年

判
明

者

記
載

基
本

　
豊
彦

子

判
明

有
無

問

記
載

省

女

図 　田村黄昏 家族 奥山家 家系図
作成　宮本和歌子

有
田
兎
毛
三

紫
峰
　

慶
応

年

月

日

年

月

日

昭
和

年

月

日
　

医
師

田
村
典
瑞 

幼
名

肥
　

安
政

年

月

日

年

月

日

明
治

年

月

日
　

大
阪
鉱
山
監
督
署

大
阪
高
等
工
業
学
校

祢
　
文
久
元
年

月

日

年

月

日

昭
和

年

月

日

正
路
　
東
京
府
吏
員
工
手

麓

茨
葉
　
茨
城
県
壁
郡
下
館
町

真
壁
郡
役
所

有
田
千
畝

有
田
耕
蔵

有
田
不
二

姚
子
　
下
間
九
鬼
三
郎
二
女
　
明
治

年

月

　
　
　

日

平
成

年

月

日
寿
子
　
長
女

照
彦
　
長
男

田
村
豊
彦

黄
昏
　
二
男

明
治

年

月

日

昭
和

年

月

日
　

大
阪
織
物
株
式
会
社

猛
彦
　
三
男
　
明
治

年

月

日
　

三
歳
没

澄
　
長
女
　
明
治

年

月

日
生
　

八
木
理
三

嫁

四
郎
　
四
男
　
明
治

年

月

日
　

当
歳
没

敏
雄
　
五
男
　
明
治

年

月

日
没
　

享
年
不
明

徹

十
折
　
六
男
　
明
治

年

月

日

昭
和

年

月

日
　

柏
崎
高
等
女
学
校
　
田
代
栄
助
二
女

結
婚

静
子
　
三
女
　
明
治

年

月

日
生
　

松
井
鉄
四
郎

嫁

幾
子
　
四
女
　
明
治

年

月

日
生
　

平
山
海
蔵

嫁

女


